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『
近
代
法
の
発
展
に
お
け
る
刑
法

　
　
の
本
質
に
つ
い
て
』

　
本
書
の
著
者
ク
ラ
イ
ソ
ハ
イ
ヤ
ー
は
、
比
較
的
最
近
（
一
九
六
五
年
）
開
設
さ

れ
た
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
大
学
の
法
史
学
の
正
教
授
と
し
て
、
一
九
六
八
年
頃

か
ら
活
躍
を
し
て
い
る
新
進
の
学
者
で
あ
る
。
担
当
科
目
は
、
民
法
と
ド
イ
ツ

法
史
学
と
い
う
こ
と
に
な
つ
て
い
る
が
、
最
近
、
刑
法
の
論
文
な
ど
も
発
表

し
て
い
る
。
　
國
。
。
年
轟
暮
巽
霞
≦
。
鼠
§
鐙
　
目
α
　
閃
霞
9
畠
①
吋
∈
韻
器
羨
笹
魯
F

旨
含
一
。
醤
①
騨
§
的
一
鶏
ρ
ψ
ミ
霞
。

　
こ
の
人
の
経
歴
に
つ
い
て
、
詳
し
い
こ
と
は
分
ら
な
い
が
、
ボ
ン
大
学
の
法

史
学
の
碩
学
コ
ソ
ラ
ー
ト
教
授
の
門
下
で
あ
り
、
法
史
学
の
業
績
に
よ
り
、
教

授
資
格
を
取
得
し
た
（
論
文
名
不
詳
）
。
そ
の
論
著
に
は
、
の
鼠
9
§
q
窪
お
興

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輔
四
〇
　
　
　
（
一
四
〇
）

ぼ
寄
9
φ
し
田
P
編
著
に
は
、
O
●
9
ω
＜
貰
①
N
・
＜
。
詳
鼠
繋
⇔
竃
り
閃
8
算
巨
α

の
§
ダ
ぼ
。
・
㌍
〈
、
鍔
9
奨
器
鍔
ρ
困
色
り
冨
巻
ぴ
お
①
9
　
図
g
算
盲
α

＜
。
馬
器
の
毒
α
q
α
＄
閃
①
一
魯
＄
営
山
零
N
①
写
冒
豊
”
臣
①
冨
路
望
ぼ
。
・
斡
く
・
国
。

O
O
胃
＆
導
ρ
困
O
げ
ぎ
岩
き
臼
プ
切
β
図
ぎ
ダ
竃
一
頃
零
0
5
お
窪
な
ど
が
あ
る
。

　
本
書
は
、
一
九
六
七
年
三
月
一
〇
日
に
、
ボ
ン
大
学
の
法
学
部
で
開
催
さ
れ

た
著
者
の
私
講
師
就
任
講
演
を
採
録
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
叢
書
「
法
と
国
家
」

三
五
八
号
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
。

二

　
本
書
は
、
そ
の
副
題
の
示
す
通
り
、
罪
刑
法
定
主
義
の
発
展
段
階
に
つ
い
て

論
述
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
刑
法
史
の
展
開
過
程
の
う
ち
、
最
も
興
味
の
深
い

部
分
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
本
書
は
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
諸
段
階
に
お
け
る
主
だ
つ
た
刑
事
立
法
か
ら

説
き
始
め
、
さ
ら
に
、
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
ド
イ
ッ
と
オ

！
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
主
要
な
刑
事
法
典
を
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
．
す
な

わ
ち
、
一
四
九
八
年
の
ヴ
ォ
ル
ム
ス
都
市
法
の
改
正
、
一
五
〇
七
年
の
バ
ン
ベ
ル

ゲ
ソ
シ
ス
、
一
五
三
二
年
の
カ
ロ
リ
ナ
法
典
に
続
い
て
、
一
七
〇
七
年
の
ヨ
ー
ゼ

フ
一
世
の
刑
事
裁
判
法
（
零
巨
喜
①
浮
誇
畳
魯
σ
の
。
巳
昌
夷
旨
ψ
8
訂
一
）
、
一
七

一
二
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
ラ
ソ
ト
法
、
一
七
五
一
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
事
法

典
（
O
＆
粟
甘
冨
評
奉
浮
陣
＆
甘
ぎ
暫
量
、
　
一
七
六
八
年
の
テ
レ
ジ
ア
刑
事
法

典
（
0
8
路
9
ぎ
＆
邑
髭
冴
日
．
ぎ
誘
一
器
費
）
、
一
七
八
七
年
と
八
八
年
の
ヨ
ー
ゼ

フ
皇
帝
の
刑
法
典
と
刑
事
訴
訟
法
典
、
一
七
九
四
年
の
プ
・
イ
セ
ン
普
通
ラ
ン

ト
法
、
一
八
〇
三
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
典
、
　
一
八
〇
五
年
の
刑
事
法
典



へ
年
ぎ
冒
巴
曾
身
…
巴
、
一
八
一
三
年
の
バ
イ
エ
ル
ソ
刑
法
典
に
至
る
一
三
の
刑

事
法
典
に
つ
い
て
、
そ
の
立
法
の
流
れ
と
罪
刑
法
定
主
義
の
基
本
思
想
が
刑
事

法
典
の
中
に
定
着
し
て
ゆ
く
過
程
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
．
法
史
学
者
の
手

に
よ
る
考
証
で
あ
る
だ
け
に
、
正
確
な
資
料
に
裏
つ
け
ら
れ
た
、
極
め
て
説
得

力
の
あ
る
叙
述
で
あ
つ
て
、
近
世
刑
法
思
想
を
も
つ
て
今
目
の
刑
法
学
と
刑
法

理
論
の
出
発
点
と
し
て
捉
え
る
わ
れ
わ
れ
刑
法
学
者
に
と
つ
て
、
興
味
深
い
作

品
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
5
。

　
も
つ
と
も
、
本
書
の
性
格
は
、
各
法
典
に
現
わ
れ
た
罪
刑
法
定
主
義
の
思
想

の
実
定
法
的
規
定
の
変
遷
に
つ
い
て
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

の
法
典
の
成
立
に
関
す
る
時
代
思
潮
の
解
明
、
法
典
の
背
景
に
あ
る
政
治
的
な

動
向
、
法
典
成
立
に
寄
与
し
た
学
者
の
群
像
な
ど
に
つ
い
て
は
、
殆
ん
ど
語
ら

れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
ヒ
ス
の
刑
法
史
．
コ
ン
ラ
ー
ト
や
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー

の
ド
イ
ッ
法
史
な
ど
の
詳
し
い
叙
述
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
論
文
集
国
罐
彗
欝
①

顎
畦
δ
O
ユ
9
汐
巴
寅
P
卜
仁
塑
お
8
。
エ
ー
リ
ク
c
ヴ
ォ
ル
フ
の
大
著
0
3
留

閃
⑦
。
騨
a
寒
溶
さ
ト
》
偉
律
お
①
G
Q
・
さ
ら
に
は
．
エ
ベ
ル
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト

の
名
著
国
ぎ
暁
多
周
毒
㎎
汐
巳
①
O
窃
。
三
昌
ざ
α
霞
留
暮
の
畠
8
ω
窪
亀
冨
3
富
冨
。
鴨
．

oo

●
》
ロ
算
お
臼
な
ど
か
ら
、
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
幸
い
に
し
て
、
近
時
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
中
世
・
近
代
の
刑
事
法
典
の

邦
訳
が
次
々
に
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
．
塙
浩
教
授
の
手
に
な
る
カ
ル
ル
五

世
刑
事
裁
判
令
（
ヵ
・
リ
ナ
）
、
神
戸
法
学
雑
誌
一
八
巻
二
号
二
一
〇
頁
以
下
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冒
①
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α
ぴ
冠
‘
o
F
ち
①
卜
⊃
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テ
ク
ス
ト

と
し
て
使
用
す
る
）
、
及
び
バ
ソ
ベ
ル
ク
刑
事
裁
判
令
（
バ
ン
ベ
ル
ゲ
ン
シ
ス
）
e
同

　
　
　
紹
介
と
批
評

誌
一
九
巻
一
・
二
号
二
二
七
頁
以
下
肉
。
三
雫
望
ぎ
卑
9
①
♀
吋
良
鍔
毒
2
耳
⑩

く
。
顔
ぎ
鴨
Σ
窪
①
p
臼
①
蓉
φ
穿
㌶
貨
9
．
蓉
鴨
戸
O
窃
魯
陣
魯
ぴ
p
目
（
9
①
留
ヨ
σ
忠
喰
。α
魯
①

田
誇
①
浮
耳
弩
身
蓉
σ
q
●
一
㊤
8
を
使
用
す
る
）
と
、
中
川
祐
夫
教
授
の
手
に
な
る

一
八
一
三
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
（
1
）
竜
谷
法
学
二
巻
二
・
三
・
四
号
二

二
九
頁
以
下
が
そ
れ
で
あ
る
．
こ
れ
ら
の
難
解
な
刑
事
法
典
、
入
手
困
難
な
刑

法
典
が
、
し
か
も
邦
語
で
読
め
る
よ
う
に
な
つ
た
こ
と
は
、
誠
に
慶
賀
す
べ
き

出
来
事
で
あ
つ
て
、
両
教
授
の
御
努
力
を
多
と
し
た
い
。

三

　
以
下
、
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
概
略
を
紹
介
し
た
い
。

　
上
に
あ
げ
た
一
四
九
八
年
の
ヴ
ォ
ル
ム
ス
都
市
法
の
改
正
以
後
、
一
八
一
三

年
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
、
幾
分
か
ア
ク
セ
ン
ト
の
相
違
は

あ
れ
、
実
体
法
と
訴
訟
法
と
が
一
つ
の
法
典
の
中
で
相
互
に
関
連
し
合
い
な
が

ら
ま
と
め
ら
れ
て
居
た
。
も
つ
と
も
、
そ
の
流
れ
の
過
程
に
お
い
て
、
一
七
八

七
年
、
八
八
年
の
ヨ
ゼ
フ
ィ
ー
ナ
法
典
と
一
七
九
四
年
の
プ
・
シ
ア
普
通
ラ
ン

ト
法
に
お
い
て
両
者
が
分
離
さ
れ
た
こ
と
は
あ
つ
た
が
、
一
八
〇
三
年
の
オ
ー

ス
ト
リ
ア
刑
法
典
と
一
八
コ
ニ
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
は
、
再
び
両
者
を
ひ

と
ま
と
め
に
L
た
。
こ
の
よ
う
に
、
立
法
上
の
変
遷
を
説
明
し
た
後
、
実
体
法

と
手
続
法
と
い
う
二
つ
の
法
の
素
材
の
結
合
や
分
離
、
再
結
合
を
ど
う
理
解
し

た
ら
よ
い
の
か
、
そ
れ
は
偶
然
的
な
こ
と
か
、
単
な
る
外
的
事
情
に
よ
る
も
の

か
、
そ
れ
と
も
内
的
必
然
性
に
基
づ
く
も
の
か
、
一
八
〇
三
年
と
一
八
一
三
年

の
規
定
は
、
伝
統
的
な
も
の
へ
の
後
戻
り
な
の
か
を
問
う
．
、

　
カ
・
リ
ナ
研
究
は
、
近
時
、
こ
れ
を
現
代
的
な
法
律
と
比
較
し
て
法
律
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
四
一
　
　
（
一
四
ご



　
　
　
紹
介
と
批
評

て
性
格
づ
け
る
こ
と
に
は
極
め
て
懐
疑
的
と
な
つ
て
い
る
。
特
に
、
そ
の
「
序

言
」
を
み
る
と
、
こ
の
刑
事
裁
判
令
は
、
国
王
の
法
を
い
か
に
し
て
無
教
育
な

裁
判
官
を
し
て
適
用
せ
し
め
う
る
か
を
目
ざ
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
分
る
。
カ
ロ
リ
ナ
は
、
新
ら
し
い
刑
法
を
定
立
し
、
実
体
法
を
包
括
的
に
明

規
し
た
も
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
罪
な
ぎ
者
に
不
正
な
裁
判
が
行
な
わ
れ

な
い
よ
う
に
．
正
し
い
刑
事
司
法
を
確
立
す
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
立
法
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
「
刑
事
裁
判
令
（
田
凝
＆
畠
響
三
崖
韻
）
」
と
名

づ
け
ら
れ
た
法
典
の
立
法
趣
旨
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
に
あ
つ
た
．

　
一
七
二
一
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
ラ
ン
ト
法
は
、
さ
ら
に
地
域
的
な
法
の
統
一
と

い
う
要
請
を
か
か
げ
、
こ
れ
が
一
七
五
一
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
事
法
典
、
一
七
六

八
年
の
テ
レ
ジ
ア
刑
法
典
に
ひ
き
つ
が
れ
、
裁
判
の
た
め
の
確
固
と
し
た
原
則

を
与
え
、
法
の
統
一
を
は
か
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
も
つ
と
も
、
後
者
の
場
合
、

犯
罪
構
成
事
実
に
関
す
る
規
定
は
第
二
部
に
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
法
典
で

も
、
法
律
の
内
容
は
、
名
宛
人
と
し
て
裁
判
官
を
予
定
し
て
お
り
、
個
々
の
市

民
へ
の
よ
び
か
け
、
つ
ま
り
、
彼
等
の
行
為
規
範
で
は
な
か
つ
た
。

　
一
七
九
四
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
普
通
ラ
ン
ト
法
が
、
手
続
法
を
無
視
し
、
し
か

も
私
法
と
と
も
に
刑
法
を
も
と
り
入
れ
た
の
は
何
故
か
。
特
に
、
宗
教
犯
罪
を

世
俗
の
罪
と
し
、
死
刑
を
制
限
し
、
自
由
刑
そ
の
他
の
刑
事
政
策
的
処
分
を
整

備
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
法
律
を
単
に
改
良
す
る
以
上
に
、
こ
の
プ

ロ
イ
セ
ソ
普
通
ラ
ン
ト
法
は
、
真
の
法
定
立
の
名
に
価
す
る
も
の
で
あ
つ
た
．

　
こ
の
普
通
ラ
ン
ト
法
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ク
ラ
イ
ン
ハ
イ
ヤ

ー
は
、
ス
ワ
レ
ス
が
一
七
九
一
年
、
九
二
年
に
、
プ
・
イ
セ
ソ
皇
太
子
の
前
で
行

つ
た
講
演
の
文
言
を
ひ
き
、
現
代
の
用
語
と
は
全
く
異
な
る
用
語
法
、
即
ち
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
二
　
　
　
（
一
四
二
）

家
法
に
対
す
る
も
の
と
し
て
民
事
私
法
と
刑
事
私
法
に
分
け
て
、
刑
法
を

私
法
の
中
に
入
れ
る
考
え
方
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
用
語
例
は
、

ギ
貯
暮
垢
と
い
う
言
葉
の
持
つ
意
味
の
う
ち
「
個
人
に
関
す
る
」
と
い
う
点
に

求
め
ら
れ
、
私
法
と
は
、
国
家
法
が
国
家
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
個
々
の
市
民
に
関
す
る
法
で
あ
る
こ
と
を
示
す
、
と
す
る
。
つ
ま
り
、

私
法
は
．
個
々
の
市
民
の
権
利
と
義
務
の
全
体
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
の
刑
法

は
、
警
察
法
や
租
税
法
と
同
じ
よ
う
に
、
国
家
に
対
す
る
義
務
を
包
含
す
る
と

考
え
る
。
か
く
て
、
個
々
の
市
民
の
権
利
と
義
務
に
関
係
す
る
法
素
材
と
観
念

せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
刑
法
が
普
通
ラ
ソ
ト
法
の
構
成
部
分
と
な
つ
た
理
由
が

あ
る
し
、
普
通
ラ
ン
ト
法
が
刑
法
典
に
類
似
し
た
法
典
と
な
つ
た
理
由
が
あ

る
。
刑
法
的
な
構
成
要
件
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
も
つ
て
、
刑
法
上
の
権
利

と
義
務
と
を
規
律
し
た
こ
と
は
、
以
前
の
諸
法
典
と
は
異
な
り
、
市
民
自
体
に

向
け
ら
れ
た
法
典
と
い
う
性
格
を
帯
び
る
。
裁
判
官
に
対
す
る
法
と
い
う
こ
と

を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
此
の
法
典
の
独
自
の
意
義
は
、
市
民

に
対
す
る
権
利
義
務
の
基
礎
づ
け
を
し
、
行
為
規
範
を
法
律
へ
と
高
め
た
と
こ

ろ
に
あ
る
．
訴
訟
法
を
排
除
し
て
、
一
七
八
○
年
の
勅
令
（
ζ
獣
壼
ぎ
。
鼠
旦

に
こ
れ
を
ゆ
ず
つ
た
の
は
、
訴
訟
法
が
市
民
に
対
す
る
命
令
と
い
う
性
格
を
持

た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
の
法
思
想
は
、
市
民
に
対
し
命
令
的
・
禁

止
的
に
向
け
ら
れ
た
実
体
法
を
法
律
概
念
の
中
心
に
置
く
と
い
う
特
色
を
持
つ

て
い
た
。
実
体
刑
法
の
確
立
に
よ
つ
て
、
は
じ
め
て
、
罪
刑
法
定
主
義
、
遡
及

禁
止
、
法
律
の
公
示
の
必
要
性
が
明
ら
か
と
な
る
。

　
プ
ロ
イ
セ
ン
普
通
ラ
ン
ト
法
第
九
条
二
項
二
〇
に
次
の
よ
う
な
文
言
が
見
え

て
い
る
。
「
法
律
上
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
作
為
・
不
作
為
は
、
た
と
え
何
人
か



に
つ
い
て
不
利
益
が
生
じ
よ
う
と
も
．
固
有
の
犯
罪
と
は
み
な
さ
れ
え
な
い
」
。

国
家
の
禁
止
が
あ
つ
て
は
じ
め
て
、
違
反
行
為
は
犯
罪
と
な
る
。

　
こ
の
考
え
方
は
、
自
然
法
的
国
家
観
の
帰
結
で
あ
り
、
市
民
社
会
に
お
け
る

自
然
の
自
由
と
市
民
の
義
務
拘
束
の
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
市
民
は
、
そ

の
義
務
を
法
律
に
よ
つ
て
定
め
る
国
家
の
権
利
と
認
め
、
そ
の
よ
う
な
法
律
が

公
布
さ
れ
な
い
限
り
、
市
民
は
自
由
で
あ
る
．
実
定
法
に
よ
つ
て
禁
じ
ら
れ
て

い
な
い
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
処
罰
権
を
与
え
な
い
と
す
る
．
市
民
は
、

禁
じ
ら
れ
た
行
為
は
何
で
あ
る
か
を
知
る
権
利
を
も
つ
．
こ
こ
に
．
法
律
を
公

示
す
る
必
要
性
の
基
礎
が
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
一
七
八
七
年
、
八
八
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
は
実
体
法

と
手
続
法
と
を
分
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
法
典
も
、
普
通
ラ
ン
ト
法
に
似
た
法

律
概
念
を
用
い
た
が
、
こ
こ
で
は
、
刑
事
司
法
を
正
し
く
か
つ
等
し
く
方
向

づ
け
る
と
い
う
一
定
の
刑
事
政
策
的
目
的
が
志
向
さ
れ
て
い
た
．
そ
し
て
、
こ

こ
に
は
、
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
の
思
想
か
ら
の
影
響
が
、
刑
法
典
の
体
系
化
の
う

ち
の
「
犯
罪
と
刑
罰
に
つ
い
て
」
と
い
う
章
名
に
も
現
わ
れ
て
い
る
、
と
い

う
。　

た
だ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
刑
法
典
の
場
合
に
は
、
遡
及
効
の
禁
止
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
勾
留
さ
れ
た
犯
罪
者
に
適
用
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
犯
行
の
時
点

で
は
な
く
て
、
訴
追
開
始
の
時
点
で
も
つ
て
考
え
、
い
ま
だ
逮
捕
さ
れ
て
い
な

い
犯
人
は
、
新
法
で
処
罰
す
る
と
い
う
建
前
で
あ
つ
た
。

　
一
八
＝
二
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
は
、
再
び
、
刑
法
と
刑
訴
法
と
を
結
合

し
た
が
、
こ
れ
は
一
七
五
一
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
匹
て
の
形
式
的
な
範
型
を

求
め
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
立
法
形
式
は
、
実
は
、
心
理
強
制
説
に
基
づ
く
も
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の
で
あ
る
、
と
い
う
。
犯
罪
人
は
、
犯
罪
を
犯
す
快
感
と
処
罰
を
蒙
る
不
快
感

と
を
秤
に
か
け
て
、
行
動
を
決
定
す
る
と
い
う
そ
の
考
え
方
は
、
刑
罰
の
正
当

づ
け
を
、
犯
罪
を
犯
す
こ
と
で
処
罰
を
ま
ね
く
犯
罪
人
の
心
理
過
程
、
っ
ま

り
、
犯
罪
人
自
身
の
同
意
に
求
め
る
。
従
つ
て
、
科
刑
と
行
刑
と
は
内
的
な
関

連
を
持
つ
。
だ
か
ら
、
実
体
法
と
訴
訟
法
と
を
分
け
る
こ
と
は
、
意
味
の
な
い

こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
一
七
八
七
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
、
一
七
九
四
年
の
プ
ロ

イ
セ
ン
普
通
ラ
ン
ト
法
、
一
八
一
三
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
の
三
者
を
比
較

考
察
し
て
、
こ
れ
ら
三
者
に
お
い
て
、
法
治
国
の
刑
事
司
法
の
中
心
原
理
で
あ

る
罪
刑
法
定
主
義
が
、
次
第
に
発
展
し
た
段
階
が
示
さ
れ
る
。
勿
論
、
一
七
五

一
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
、
一
七
六
八
年
の
テ
レ
ジ
ア
刑
法
典
に
も
、
裁
判

官
を
法
律
へ
と
厳
格
に
拘
束
す
る
手
が
か
り
が
与
え
ら
れ
、
犯
罪
と
刑
罰
を
法

典
中
に
明
規
す
る
こ
と
が
、
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
。

裁
判
官
の
恣
意
か
ら
の
個
人
の
保
護
は
、
裁
判
官
が
主
権
者
の
意
思
に
拘
束
さ

れ
る
と
い
う
帰
結
か
ら
は
じ
め
て
生
じ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
主
権
者
が

は
た
し
て
法
律
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
の
問
題
は
、
依
然
と
L
て
残
る

し
、
遡
及
効
を
も
つ
法
律
が
、
裁
判
官
の
拘
束
の
原
理
と
矛
盾
し
な
か
つ
た
か

ど
5
か
の
問
題
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
法
律
で
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う

に
、
訴
追
と
の
関
連
で
は
、
新
法
を
適
用
す
る
余
地
は
残
つ
て
い
た
。
こ
の
問

題
に
一
歩
を
進
め
た
の
が
、
市
民
の
行
為
規
範
と
し
て
の
刑
法
（
刑
事
私
法
と
し

て
の
刑
法
）
を
明
規
し
た
プ
・
イ
セ
ン
普
通
ラ
ソ
ト
法
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
、

ま
さ
に
、
法
の
本
質
に
関
す
る
考
え
方
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
市
民
に
対
し

て
向
け
ら
れ
た
行
為
規
範
と
し
て
の
法
律
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
市
民
の
自
然
的
な
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自
由
の
制
限
の
前
提
で
あ
り
え
た
。
現
存
の
法
律
に
よ
つ
て
方
向
づ
け
ら
れ
え

な
い
行
為
は
、
裁
判
官
の
判
決
の
対
象
た
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、

裁
判
官
の
拘
束
は
、
も
は
や
立
法
者
と
し
て
の
主
権
者
の
意
思
へ
の
拘
束
で
は

な
く
て
、
社
会
契
約
と
実
定
法
上
確
立
し
た
、
国
家
と
市
民
と
の
間
の
関
係
へ

の
拘
束
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
権
力
の
拘
束
の
発
露
と
し
て
示
め

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
遡
及
効
を
も
つ
法
律
を
公
布
す
る
こ

と
が
禁
止
さ
れ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
存
の
法
律
を
遡
及
的
に
適
用
す
る
こ
と

も
禁
止
さ
れ
る
。
法
律
に
は
拘
束
さ
れ
な
い
と
い
う
主
権
者
の
反
対
の
意
思

も
、
裁
判
官
の
法
律
へ
の
拘
束
を
排
除
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
つ
て
、

「
法
律
な
け
れ
ば
犯
罪
な
し
」
と
い
う
原
則
が
実
定
法
上
完
成
を
み
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
「
法
律
な
け
れ
ば
刑
罰
な
し
」
と
い
う
考
え
方
は
、
刑
罰

の
要
件
と
し
て
、
犯
罪
の
遂
行
を
前
提
と
す
る
．
裁
判
官
は
、
立
法
者
か
ら
自

分
を
名
宛
人
と
し
て
出
さ
れ
た
命
令
に
よ
つ
て
、
一
定
の
種
類
の
犯
罪
に
つ

き
、
一
定
の
刑
罰
を
科
す
よ
う
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
拘
束
に
よ
り
、
裁

判
官
の
恣
意
は
防
が
れ
る
が
、
最
高
の
裁
判
官
と
し
て
の
性
格
上
主
権
者
が
命

じ
た
刑
の
加
重
は
、
ヨ
ゼ
フ
ィ
ー
ナ
刑
法
典
で
は
こ
れ
を
防
ぐ
こ
と
は
出
来
な

か
つ
た
。

　
か
く
し
て
、
罪
「
刑
」
法
定
主
義
の
確
立
と
い
う
最
後
の
歩
み
は
、
心
理
強

制
説
を
犯
罪
概
念
の
基
礎
に
置
い
た
一
八
一
三
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
に
留

保
さ
れ
た
の
で
あ
る
．
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
と
は
、
法
定
の
科
刑
の
心
理
的

強
制
を
克
服
し
た
も
の
と
さ
れ
た
。
法
定
の
刑
が
な
け
れ
ば
、
犯
罪
は
な
い
の

で
あ
る
。
バ
イ
エ
ル
γ
刑
法
典
第
一
条
が
、
「
法
律
が
一
定
の
害
悪
を
科
す
る

と
こ
ろ
の
、
あ
る
許
さ
れ
な
い
作
為
も
し
く
は
不
作
為
の
罪
を
犯
し
た
者
は
、
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そ
の
者
の
刑
罰
と
し
て
、
そ
の
法
定
の
害
悪
に
服
せ
し
め
ら
れ
る
」
と
規
定
し

て
、
か
な
め
石
が
す
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
啓
蒙
期
の
立
法
は
、
こ
れ
に
よ
つ

て
、
法
治
国
家
の
刑
事
司
法
の
原
則
を
承
認
し
た
の
で
あ
つ
た
。

四

　
以
上
が
、
ク
ラ
イ
ン
ハ
イ
ヤ
ー
の
著
書
の
大
要
で
あ
る
。
私
講
師
就
任
講
演

で
あ
る
か
ら
、
重
要
な
問
題
点
を
大
筋
に
つ
い
て
論
述
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、

細
か
い
点
の
論
証
は
、
今
後
の
研
究
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
我
々
は
、
こ
れ
ま
で
、
法
律
な
け
れ
ば
犯
罪
な
く
、
刑
罰

な
し
と
す
る
近
代
刑
法
の
大
原
則
を
、
何
と
な
く
罪
・
刑
法
定
主
義
と
し
て
一

括
し
た
も
の
と
し
て
考
え
、
実
定
刑
法
上
の
原
則
に
高
め
た
も
の
と
し
て
フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ハ
の
立
法
作
品
で
あ
る
一
八
一
三
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
に
の

み
心
を
奪
わ
れ
、
ド
イ
ッ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
諸
刑
事
法
典
に
お
け
る
「
罪

刑
法
定
主
義
」
定
立
の
沿
革
に
つ
い
て
正
確
に
こ
れ
を
知
る
こ
と
が
な
か
つ

た
。　

ク
ラ
イ
ン
ハ
イ
ヤ
ー
の
豊
富
な
資
料
に
基
づ
く
正
確
な
跡
づ
け
と
、
刑
事
法

典
に
お
け
る
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
の
関
連
づ
け
、
法
典
の
名
宛
人
は
誰

な
の
か
、
裁
判
官
の
法
律
へ
の
拘
束
の
実
質
的
意
味
は
何
か
な
ど
の
多
面
的
な

分
析
を
通
じ
て
、
単
に
、
罪
刑
法
定
主
義
の
立
法
過
程
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
ば

か
り
で
な
く
、
法
制
度
と
し
て
の
刑
事
裁
判
の
成
立
過
程
、
主
権
者
と
裁
判
官

と
国
民
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
ぎ
た
。

　
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
の
刑
法
典
の
刑
事
立
法
史
に
お
け
る
位
置
づ
け
、
特
に
そ

の
「
独
自
性
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
従
来
の
諸
説
に
再
考
の
余
地
の
あ
る
こ
レ
．



を
明
ら
か
に
し
た
点
は
、
重
要
で
あ
る
と
思
う
。

（
宮
沢
浩
一
）
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